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議案第30号 

 

幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

幕別町近隣センターの設置及び管理に関する条例（昭和48年条例第29号）の一

部を次のように改正する。 

 

第２条の表に次のように加える。 

相川近隣センター      幕別町字相川720番地の１ 

美川近隣センター      幕別町字美川203番地 

軍岡近隣センター      幕別町字軍岡537番地の３ 

上当近隣センター      幕別町忠類共栄146番地２ 

西当近隣センター      幕別町忠類西当46番地２ 

上忠類近隣センター     幕別町忠類公親130番地６ 

元忠類近隣センター     幕別町忠類元忠類128番地５ 

中当近隣センター      幕別町忠類中当228番地５ 

幌内近隣センター      幕別町忠類幌内52番地２ 

 

   附 則 

 この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 

 


